
令和○年○月○○日  

 

（宛先）札幌市子ども未来局 

支援制度担当部長 

 

（所 在 地）札幌市中央区南１条東１丁目 

（法 人 名）社会福祉法人 子ども未来会 

（代表者職・氏名）理事長 札幌 太郎    印 

 

認定こども園移行に係る事前協議書 

 

認定こども園への移行について、本協議書のとおり事前協議いたします。 

 

記 

 

１ 移行を希望する認定こども園の類型 

☑ 幼保連携型認定こども園 
□ 保育所型認定こども園 

 

２ 移行計画 

 (1) 概要 

施設名（現在） 子ども未来保育園 

施設名（移行後） （仮称）子ども未来こども園 

所在地 札幌市中央区南１条東１丁目１－１ 

移行予定日 令和９年４月１日 

利用定員 ※内訳は別紙（最低基準調書）参照 

 
区分 １号 ２号 

３号 
計 

１・２歳 ０歳 

現在の定員 人 45 人 30 人 5 人 80 人 

 移行後の定員 ８人 45 人 30 人 5 人 88 人 

 

※２・３号の内訳を変

更する場合には理由

を 記 載 し て く だ さ

い。  

※２・３号認定子どもに係る部分については、移行により、現在の定員から減少さ

せることは認められません。 

 

内訳を変更する理由 

（                            ） 

記載例 

印 



受託区分 □ 産休明け    ☑ 生後５ヵ月から     
保育標準時間（2・3 号） ７：００～１８：００  （ 月曜日 ～ 土曜日 ） 

教育標準時間 

（１号） 

※預かり保育を除く開所曜

日を記載してください。  

９：００～１４：００  （ 月曜日 ～ 金曜日 ） 

保育短時間 

（コアタイム） 

□ ８：００～１６：００ 

☑ ８：３０～１６：３０ 
□ ９：００～１７：００ 

延長保育 ☑ ～１９：００（１時間） □ ～２０：００（２時間） 

一時預かり事業 
☑ 幼稚園型（在園児対象）※必ず実施 
☑ 一 般 型（非在園児対象）※希望園のみ 

休日保育 ☑ 実施する □ 実施しない 
設備基準 ※別紙（最低基準調書）参照 

理事会・役員会等の 

決議状況 
開催日 ６月３０日 ※理事会議事録を添付してください。 

担当者連絡先 

 

勤務先住所 
(〒060-0051) 

札幌市中央区南１条東１丁目１－１ 

氏名（役職） 札幌 次郎（施設長） 

電話番号 011-○○○-○○○○ 

メールアドレス kodomomirai@sapporo.jp 

※ 利用定員、受託区分、教育／保育標準時間、保育短時間、延長保育、一時預かり事業及び休日保

育の内容について、協議後の変更は原則として認められませんので、ご留意ください。 

 

（2) 建物の状況 

建物の構造 
鉄筋コンクリート造２階建 

□ 耐火建築物 ☑ 準耐火建築物（イ準耐） □ その他 
現所有者 社会福祉法人 子ども未来会 

施設の確保状況 

（該当するものをチェック） 

☑ 自己所有（現時点での抵当権設定： □ 有 ・ ☑ 無） 
□ 建物を賃借 

・賃借料予定額（年額）：        円 

・契約期間 

（    年  月  日から 

令和  年  月  日までの  年間） 

・地上権・賃借権の設定（□ 有 ・ □ 無） 

mailto:kodomomirai@sapporo.jp


（3) 敷地の状況 

面積 800 ㎡ 

現所有者 社会福祉法人 子ども未来会 

施設の確保状況 

（該当するものをチェック） 

☑ 自己所有（現時点での抵当権設定： □ 有 ・ ☑ 無） 
□ 敷地を賃借 

・賃借料予定額（年額）：        円 

・契約期間 

（    年  月  日から 

令和  年  月  日までの  年間） 

・地上権・賃借権の設定（□ 有 ・ □ 無） 

 

 (4) 整備計画 

整備の有無 ☑ 有 □ 無 ※無の場合、以下記載不要 
整備に係る借入 □ 有 ☑ 無 
土地の拡張 ☑ 土地を購入 □ 土地を賃借 □ 土地の贈与による 

 内容 

園庭面積が不足するため、園隣接地の土地を購入（100 ㎡） 

建物の整備 
□ 新築工事の実施    □ 増築工事の実施  

□ 既存建物の賃借・贈与 □ その他 

 内容 

 

建物の改修 ☑ 自己資金で実施 □ 贈与を受けて実施 

 内容 

教室数を増やすため、現保育室及び遊戯室の間仕切り工事を実施し、

部屋割りを変更する。 

 （注意事項） 

  ・ 認定こども園については、条例により、建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認

定こども園である旨を掲示する必要があります（幼保連携型認定こども園の場合は、「幼保連携

型認定こども園」である旨の掲示が必要です）。掲示の方法等に指定はありませんが、「（幼保連

携型）認定こども園」と記載のある看板を設置するなどの対応を検討してください。 

・ その他、設備基準等の適合については、幼保連携型認定こども園の場合は「札幌市幼保連携型 

認定こども園の設備及び運営の基準に関する条例」、保育所型認定こども園の場合は「札幌市幼 

保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例」を確認し、内容について 

ご理解をお願いいたします。 


